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１ 管内の概況 
（１）  管内の状況 

管内は青森県の東南部に位置し、八戸市を中心とした太平洋側に面した平坦部と岩手県境に面した山 

間地帯からなっており、北は十和田市・三沢市、南は岩手県、西は秋田県と接している。八戸市（管外）

を中心に 6 町 1 村からなり、概ね東西 50～65km、南北 33km で面積は 1,041.29km2で県全体の 14.0%

である。地形は一般的に複雑で、地域の西部を奥羽山脈が走り、南部は北上山系の北端となるため、東

部の台地を除き起伏が大きく，地域のほぼ中央を馬淵川、新井田川が横切って太平洋に注いでいる。 

気象は、東北地方の北部に位置しているが、降雪量が非常に少なく日照時間が長いこと、また春から

夏にかけて冷涼な偏東風（やませ）が吹くことが特徴である。 

 

 

（２） 町村別人口、面積及び人口密度 

管内の人口は、令和６年 10 月 1 日現在(県推計人口) 81,477 人(男 39,221 人、女 42,256 人)で令 

和 2 年国勢調査年の人口(86,867 人)に比べ減少している。 

人口を年齢別に見ると、年少人口(15 歳未満)の割合は 9.9％(青森県 9.7％)、老年人口(65 歳以上)の 

   割合は 38.1％(青森県 35.2％)である。 

計 男 女 人 口 ％ 人 口 ％

県 1,164,752 549,256 615,496 113,458 9.7% 410,533 35.2% 509,727 9,645.10 120.76

管内計 81,477 39,221 42,256 8,068 9.9% 31,038 38.1% 33,905 1,041.29 78.25

おいらせ町 24,146 11,605 12,541 3,233 13.4% 6,930 28.7% 9,813 71.96 335.55

三戸町 8,193 3,876 4,317 635 7.8% 3,650 44.6% 3,448 151.79 53.98

五戸町 14,632 7,021 7,611 1,211 8.3% 6,371 43.5% 5,995 177.67 82.35

田子町 4,393 2,082 2,311 341 7.8% 2,105 47.9% 1,834 241.98 18.15

南部町 15,432 7,233 8,199 1,348 8.7% 6,475 42.0% 6,194 153.12 100.78

階上町 12,775 6,468 6,307 1,171 9.2% 4,492 35.2% 5,865 94.00 135.90

新郷村 1,906 936 970 129 6.8% 1,015 53.3% 756 150.77 12.64

町村名

年 少 人 口

（15歳未満）

老 年 人 口

（65歳以上）
面  積

（km2）

人口密度

(1km2当)
世帯数

人          口

 
注）人口、年少人口、老年人口、世帯数： 

県統計分析課「青森県人口移動統計調査（年報）」（令和 6 年 10 月 1 日現在） 

※上記表における「年少人口割合」「老年人口割合」の数値は、県が別途公表している標記年報の数値

（第６表）と一部相違する。（標記年報では、「『上記「年少（老年）人口数』から『年齢不詳人口

数』を差し引いた数値」を使用して割合を計算しているため。） 

面積：国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」（令和 6 年 10 月 1 日現在） 

    人口密度：上記の人口を面積で除したもの 

 

 

  管内人口の推移(国勢調査年 10 月 1 日現在) 

年 
人口 年少人口(15 歳未満) 老年人口(65 歳以上) 

計 男 女 人口 ％ 人口 ％ 

平成 17 年 103,505 49,836 53,669 14,567 14.1 25,884 25.0 

平成 22 年 97,800 46,805 50,995 12,194 12.5 27,165 27.8 

平成 27 年 92,190 43,911 48,279 10,186 11.0 29,636 32.1 

令和 2 年 86,867 41,747 45,120 9,012 10.4 31,319 36.1 
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（３） 青森県三戸福祉事務所管内図（人口分布） 

             令和６年 10 月 1 日現在        
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（母子・父子自立支援員 1人含む）

（女性等相談支援員 1人含む）

（非常勤事務員 ２人含む）

（就労支援相談員 1人含む）

（嘱託医 2人含む）

（医療扶助相談指導員 1人含む）

次 長所 長

（福祉調整課長事務取扱）

保 護 第 二 課

9 人

保 護 第 一 課 10人

福 祉 調 整 課

12人

 

２ 機構図と分掌事務                   
 

（１） 組織機構図                                                

             令和７年４月１日現在 

 

 

 

 

  

 

   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

（２） 分掌事務 

 

福祉調整課 

1 戦傷病者援護法に定める更生医療の給付並びに補装具の支給及び修理に関すること 

2 児童福祉法に定める助産の実施及び母子保護の実施に関すること 

3 母子及び父子並びに寡婦福祉法において福祉事務所が行うこととされている業務に関すること 

4 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の支援に関すること 

5 母子・父子・寡婦福祉資金の貸付及び償還に関すること 

6 民生委員・児童委員に関すること 

7 所内の庶務に関すること 

8 災害の被害・救助状況報告に関すること 

9 日赤の地区事業に関すること 

 

 

保護第一課・保護第二課 

1 生活保護法に定める保護の措置に関すること 

2 生活困窮者自立支援制度に関すること 

3 社会福祉統計に関すること 
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３ 課別、職名別・職種別職員数 
 

                令和 7 年 4 月 1 日現在 

注１ 次長が福祉調整課長を兼務している。 

注２ （ ）内は福祉職再掲   

 

 

４ 令和７年度運営方針 
 

（１）基本方針 

住民誰もが安心して自立した生活を営むことができる地域福祉を推進するため、実施体制のより一層の充

実を図り、所管する業務を円滑かつ適正に実施する。 

また、生活保護費の返納・費用徴収及び母子父子寡婦福祉資金の償還において、多額の収入未済があるこ

とから、その解消に向けた組織的な取組をより一層強化するとともに、新規債権発生の防止に努める。 

 

（２）重点目標及び具体的推進事項 

ア 生活保護業務等福祉業務の適正な実施 

（ア）生活保護業務の円滑かつ適正な実施 

（イ）被保護世帯に属する児童への積極的な進路支援による貧困の連鎖の防止 

（ウ）不正受給対策の推進 

 

イ 配偶者からの暴力（ＤＶ）の防止等への取組の充実 

（ア）女性等相談支援員及び事務担当者による切れ目のない相談対応 

（イ）女性相談所及び警察署等関係機関との連携強化 

 

ウ 各法に係る収入未済の解消促進 

（ア）債権発生未然防止のための届出義務等の指導徹底 

（イ）債権が発生した場合の早期対応 

（ウ）年度の早い時期からの収入未済解消対策会議の開催等、納入指導推進に向けた所内体制の強化 

（エ）時効が完成した場合の速やかな不納欠損処理 
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５ 令和７年度行事予定表 
 

月 行  事 

4 月 

課長会議（毎月 1 回） 

福祉調整課会議（毎月 1 回） 

保護課定例会（毎月 1 回） 

新規滞納者指導状況確認会議（毎月 1 回） 

母子・父子・寡婦福祉資金貸付審査会（随時） 

三戸地方福祉事務所・管内町村・八戸公共職業安定所・消費者信用生活協同組合・三戸地域自

立相談窓口定期協議・支援調整会議（毎月１回） 

初任者研修 

5 月 
 

6 月 

ハローワーク八戸、ハローワーク三沢管内生活保護受給者等就労自立促進協議会 

7 月 
 

 

8 月 
第 1 回生活保護関係収入未済解消対策会議 

9 月 
 

10 月 

 

11 月 
 

12 月 

三八地域 DV 関係機関支援連絡会議 

1 月 
県福祉事務所生活保護法施行事務指導監査 

2 月 

第２回生活保護関係収入未済解消対策会議 

 

3 月 

 

 

 

６ 令和７年度相談日程表等 
 

電話や来所による相談に随時応じている。 

 


